
 
２ ０ １ ６ 年 ８ 月 ３ １ 日  ４ ２ ２ 号 

９ 月 ３ ０ 日 （ 金 ） は 
固 定 資 産 税 ３ 期 分 、 国 民 健 康 
保 険 税 ３ 期 分 の 納 期 限 で す 。 

国
民
健
康
保
険
証
が 

郵
送
さ
れ
ま
す 

 

《
健
康
保
険
課
》 

 

現
在
お
使
い
の
国
民
健
康
保
険
証
は
、
平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日
（
金
）
が

有
効
期
限
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
新
し
い
国
民
健
康
保
険
証
は
、
九
月
下
旬
に 

簡
易
書
留
で
住
所
地
に
郵
送
さ
れ
ま
す
の
で
、
到
着
後
は
新
し
い
保
険
証
に
よ
り

医
療
機
関
等
で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

な
お
、
旧
保
険
証
は
ご
自
身
で
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

※
保
険
税
の
滞
納
が
あ
る
方
に
は
郵
送
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
九
月 

二
十
六
日
（
月
）
以
降
に
現
在
使
用
し
て
い
る
保
険
証
を
持
参 

し
て
、
健
康
保
険
課
⑤
番
窓
口
へ
お
い
で
く
だ
さ
い
。 

 

※
住
民
票
の
あ
る
住
所
地
を
、
長
期
入
院
や
出
稼
ぎ
等
で
留
守
に 

す
る
場
合
は
、
郵
便
局
に
て
「
転
送
届
」
の
手
続
き
を
さ
れ
る 

よ
う
お
勧
め
い
た
し
ま
す
。 

※
役
場
で
直
接
受
け
取
り
た
い
方
は
、
九
月
七
日
（
水
）
ま
で
に 

電
話
等
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 
 

※
郵
送
で
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
方
は
、
十
月
三
日
（
月
）
午
前
十
時
以
降

に
現
在
お
使
い
の
保
険
証
と
印
鑑
（
代
理
人
の
場
合
は
受
け
取
り
に
来
る
方
の
印
鑑
）

を
持
参
し
て
健
康
保
険
課
⑤
番
窓
口
へ
お
い
で
く
だ
さ
い
。 

 

●
問
い
合
わ
せ
先 

健
康
保
険
課 

国
保
介
護
班
（
内
線
１
４
５
） 



「
金
婚
式
」
開
催

の
お
知
ら
せ 

 
《
町
民
生
活
課
》 

結
婚
五
十
年
を
迎
え
る
ご
夫
婦
を

対
象
に
金
婚
式
を
開
催
い
た
し
ま
す
。 

●
日
時 

平
成
二
十
八
年
十
月
七
日
（
金
） 

午
前
十
一
時 

●
場
所 

国
際
交
流
会
館
ホ
ー
ル 

●
対
象
者 

鶴
田
町
在
住
で
、
昭
和
四
十
一
年
四

月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
二
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
に
婚
姻
届
を
届
出

さ
れ
た
ご
夫
婦 

※
対
象
者
の
方
に
は
、
八
月
末
ま
で
に

案
内
状
を
送
付
し
ま
す
。
案
内
状
が

届
か
な
か
っ
た
り
、
ご
不
明
な
点
の

あ
る
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。 

●
問
い
合
わ
せ
先 

町
民
生
活
課 

く
ら
し
の
窓
口
班 

（
内
線
１
５
３
） 

 

バ
ス
運
行
路
線

の
廃
止
に
つ
い
て 

 

《
弘
南
バ
ス(

株)

・
総
務
課
》 

 

現
在
「
五
所
川
原
～
板
柳
線
（
横
萢

経
由
）
」
の
バ
ス
が
、
一
日
五
往
復
運

行
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
通
勤
・
通
学

の
利
用
者
が
極
め
て
少
な
い
状
況
で

す
。 

 

こ
の
た
め
、
弘
南
バ
ス
株
式
会
社
が

維
持
困
難
の
理
由
か
ら
青
森
県
バ
ス

交
通
等
協
議
会
に
廃
止
を
提
案
し
、
こ

の
た
び
承
認
さ
れ
ま
し
た
の
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。 

●
廃
止
年
月
日 

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日
（
金
） 

●
問
い
合
わ
せ
先 

 

弘
南
バ
ス
株
式
会
社 

乗
合
部 

☎
０
１
７
２
―
３
２
―
２
２
４
１ 

総
務
課 
ま
ち
づ
く
り
班 

（
内
線
２
６
１
） 

 

法
人
県
民
税
・
事
業
税

・
地
方
法
人
特
別
税
の

申
告
に
は
電
子
申
告

が
便
利
で
す 

 

《
西
北
地
域
県
民
局 

県
税
部
》 

青
森
県
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

よ
る
法
人
県
民
税
・
法
人
事
業
税
・
地

方
法
人
特
別
税
の
電
子
申
告
受
付
を

行
っ
て
い
ま
す
。 

電
子
申
告
に
は
次
の
よ
う
な
メ
リ

ッ
ト
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ

さ
い
。 

①
オ
フ
ィ
ス
や
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
か

ら
申
告
で
き
る
の
で
、
窓
口
に
出
向

く
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

②
複
数
の
地
方
公
共
団
体
へ
の
申
告

が
ま
と
め
て
一
度
に
で
き
ま
す
。 

●
問
い
合
わ
せ
先 

西
北
地
域
県
民
局 

県
税
部 

課
税
課 

☎
３
４
―
２
１
１
１
（
内
線
２
０
８
） 

 

子
ど
も
・
子
育
て

支
援
協
議
会
委
員

を
公
募
し
ま
す 

 

《
町
民
生
活
課
》 

 

町
で
は
「
鶴
田
町
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
事
業
計
画
」
を
平
成
二
十
七
年
三

月
に
策
定
し
ま
し
た
。 

 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
関
す
る
施

策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
な

ど
に
つ
い
て
審
議
す
る
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
協
議
会
委
員
を
募
集
し
ま
す
。 

●
募
集
人
数 

一
名 

●
対
象
者 

町
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
十
八
歳
以

上
で
、
平
日
の
会
議
に
出
席
で
き
る

人 

●
任
期 

委
嘱
の
日
か
ら
二
年
間 

●
募
集
期
間 

 

九
月
一
日
（
木
）
～
九
日
（
金
） 

 

午
前
八
時
十
五
分
～
午
後
五
時 

（
土
、
日
除
く
） 

●
応
募
方
法 

役
場
町
民
生
活
課
福
祉
支
援
班
へ

お
い
で
く
だ
さ
い
。 

※
役
場
に
て
、
申
込
書
を
記
入
し
て
も

ら
い
、
後
日
の
決
定
と
な
り
ま
す
。 

●
問
い
合
わ
せ
先 

町
民
生
活
課 

福
祉
支
援
班 

（
内
線
１
６
１
） 

 

「
高
齢
者
・
障
害
者

の
人
権
あ
ん
し
ん

相
談
」
強
化
週
間 

 

《
青
森
地
方
法
務
局
・ 

青
森
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
》 

 

青
森
地
方
法
務
局
お
よ
び
青
森
県

人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、
左
記
の

強
化
週
間
中
、
平
日
の
相
談
時
間
を
延

長
し
、
土
・
日
曜
日
も
電
話
相
談
を
行

い
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
守

り
ま
す
。 

 

ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。 

●
期
間 

▽
九
月
五
日
（
月
）
～
九
日
（
金
） 

 

午
前
八
時
三
十
分
～
午
後
七
時 

▽
九
月
十
日
（
土
）・
十
一
日
（
日
） 

 

午
前
十
時
～
午
後
五
時 

●
電
話
番
号 

０
５
７
０
―
０
０
３
―
１
１
０ 

※
通
常
の
相
談
時
間
は
、
平
日
の
午
前

八
時
三
十
分
～
午
後
五
時
十
五
分 

廻
堰
大
溜
池
・
砂
沢

溜
池
土
地
改
良
区
総
代

選
挙
の
日
程
に
つ
い
て 

 

《
鶴
田
町
選
挙
管
理
委
員
会
》 

                        

●
問
い
合
わ
せ
先 

 

鶴
田
町
選
挙
管
理
委
員
会 

（
内
線
２
７
５
・
２
７
６
） 

 廻堰大溜池土地改良区 
総代選挙 

砂沢溜池土地改良区 
総代選挙 

任期満了日 平成28年10月12日 (水) 平成28年10月13日 (木) 
選 挙 期 日 平成 28 年 9 月 27 日（火） 
告 示 日 平成 28 年 9 月 20 日（火） 

立候補届出 
平成 28 年 9 月 20 日（火）・ 21 日（水） 
時間：午前 8 時 30 分～午後 5 時 
場所：国際交流会館 1 階 101 研修室 



 
公
共
職
業
訓
練
の

受
講
者
募
集
に
つ
い
て 

 

《
ラ
ソ
・
パ
ソ
コ
ン
教
室
》 

医
療
機
関
に
お
け
る
調
剤
報
酬
請

求
事
務
、
受
付
、
安
全
衛
生
に
関
す
る

知
識
・
技
能
の
習
得
を
目
指
す
「
調
剤

薬
局
事
務
科
」
の
受
講
者
を
募
集
し
ま

す
。 

●
訓
練
期
間 

平
成
二
十
八
年
十
月
十
二
日(

水)
 

～
平
成
二
十
九
年
一
月
十
一
日(

水) 

●
訓
練
場
所 

 

ラ
ソ
・
パ
ソ
コ
ン
教
室 

●
定
員 

 

二
十
人
（
応
募
者
が
少
な
い
場
合
は

中
止
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
） 

●
受
講
料 

 

無
料
（
た
だ
し
、
テ
キ
ス
ト
代 

八
、
三
四
四
円
（
税
込
）
お
よ
び
資

格
試
験
を
受
験
す
る
場
合
の
受
験

料
は
自
己
負
担
で
す
） 

●
申
し
込
み 

 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
職
業
訓
練
窓
口

へ
ご
相
談
の
上
、
九
月
二
十
七
日

（
火
）
ま
で
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。 

●
問
い
合
わ
せ
先 

 

ラ
ソ
・
パ
ソ
コ
ン
教
室
（
五
所
川
原

市
姥
萢
字
船
橋
二
三
八
―
三
） 

☎
０
１
７
３
―
２
６
―
６
８
６
１ 

平成２９年度コミュニティ助成事業の募集について  
一般財団法人自治総合センターでは、宝くじの社会貢献広報事業として、以下のとおり平成２９年度コミュニ 

ティ助成事業を募集します。事業の実施を希望される団体は、総務課までお申し込みくださるようお願いします。  
●助成事業の種別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●申込方法 総務課備え付けの様式に必要事項をご記入の上、総務課へ提出してください。 

●申込期限 平成 28 年 10 月 4 日（火）  
【問い合わせ先】 総務課 まちづくり班 （内線 261） 

 ① 一般コミュニティ助成事業 ② 青少年健全育成助成事業 

事業内容 

住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進

を図り、地域の連帯感に基づく自治意識を盛

り上げることを目指すもので、コミュニティ

活動に直接必要な設備等（建築物、消耗品は

除く）の整備に関する事業 

青少年の健全育成に資するため、主として親

子で参加するソフト事業（スポーツ・レクリ

エーション活動に関する事業、文化・学習活

動に関する事業、その他コミュニティ活動の

イベント等に関する事業） 

助成金額 
100 万円から 250 万円までの 10 万円単位

（10 万円未満を切り捨て） 

30 万円から 100 万円までの 10 万円単位

（10 万円未満を切り捨て） 

事業実施主体 町が認めるコミュニティ組織 

毎月勤労統計調査 調査員募集について  
毎月勤労統計調査は、賃金、労働時間および雇用の変動を明らかに

することを目的に厚生労働省が実施する調査です。このたび、町内の

一部地区の事業所を対象に「毎月勤労統計調査 第二種事業所調査」

が実施されます（第二種事業所…常用労働者が 5～29 人の事業所）。 

町ではこの調査に従事していただく調査員を募集します。  
●募集人員 1 名 

●調査期間 ◇名簿作成…平成 29 年 2 月 

  ◇毎月調査…平成 29 年 7 月～平成 30 年 12 月 

●調査地区 妙堂崎、廻堰、尾原、木筒、菖蒲川、野木 

●報 酬 ◇名簿作成…4 万円程度 

●報 酬 ◇毎月調査…2 万 4 千円程度（毎月支給） 

●業務内容 ・調査員事務打合せ会への出席 

・事業所への訪問、聞き取り、調査依頼 

・調査票の配布、回収 ・調査書類の検査、提出 など 

●応募資格 ①町内に住所を有し、二十歳以上の方 

②責任を持って調査事務を遂行できる方 

③税務・警察・選挙に直接関係のない方 

④調査で知り得た秘密を保護できる方 

●応募締切 平成 28 年 9 月 26 日（月） 

●応募方法 総務課まちづくり班までお問い合わせください。  
【申し込み・問い合わせ先】総務課 まちづくり班（内線 264） 

～より良い未来をつくるために～  

平成２８年社会生活基本調査
にご協力をお願いします  
総務省統計局および青森県では、10

月 20 日現在で、社会生活基本調査を

実施します。 

この調査では、国民の生活時間の使

い方やさまざまな活動状況を調べ、暮

らしや社会のための基礎資料として活

用します。 

調査の対象は、全国から無作為に選

ばれた約 9 万世帯です。調査対象地区

には、9 月上旬から調査員が各世帯を

訪問し、準備調査を行います。調査票

の記入をお願いする世帯には、10 月

上旬から中旬にかけて調査票をお配り

しますので、調査の趣旨をご理解いた

だき、回答にご協力お願いいたします。  
【問い合わせ先】 

青森県 企画政策部 統計分析課 

人口労働統計グループ 

☎017-734-9169 



              

健康保険課 健康長寿班 

                      連絡先（内線 13１～135） 

 

☆★みんなで輝いて生きるために☆★  ～自殺防止の現状と対策を考えよう～ 

テーマ：「私たちにできるサポートは、何だと思いますか？」 

自殺予防活動における民間団体のみなさんが、一堂に会した交流・研修会を開催します。 

それぞれが生きる支援として継続してきた活動の報告・情報交換のための交流会です。 

今回は、みんなで対話を楽しむワールド・カフェ方式で進行します。どなたでもご参加いただけ 

ます。みなさまのご参加お待ちしております。 

● 日時：10 月 2 日（日） 午前 10 時～正午 

● 場所：鶴遊館 ふれあい広場 

話題提供：下山洋雄氏（こころの健康を考える青森県民会議 共同代表） 

参加申し込み：つがる市精神保健福祉ボランティア「エールの会」 

葛西 0173-42-4373 まで（TEL＆FAX） 

※ワールド・カフェとは…4 人が 1 グループになって、テーマについて自由な意見を話すグループワー 

※クです。相手を否定せず、尊重して話を聴き合います。カフェのように、飲み物やお菓子を食べたり 

※してリラックスした雰囲気の会場で、皆さんの参加をお待ちしています。 

 

【気軽に話せるおしゃべりサロン 「傾聴サロン」 に来てみませんか】 

悩みがあるとき、気持ちが沈んでいるとき、誰かに話を聴いてもらいたいときなどありませんか？ 

鶴田町傾聴ボランティア養成講座修了生による「つるりんの会」が、あなたのお話をじっくりと聴きます。

お話した内容の秘密は厳守します。安心しておいでください。 

・日時：9 月 5 日（月）  午後１時～３時  

・場所：鶴遊館 栄養指導室 

 

【健康運動教室】  今月も、「プール」と「体操」があります。ご注意ください。 

・プール：9 月 5 日(月)、12 日(月)  B＆G プール 午後 1 時 30 分～2 時 30 分 

・体 操：9 月 15 日(木)、２6 日(月)、30 日(金) 鶴遊館 午前 10 時～11 時 

  ＊お茶、お水、タオルなどをお持ちください。プールの時は水着と水泳帽をお忘れなく。 

 

【子育て広場】 ハンドメイド～フェルトでお花を作ろう～ 

・日 時：９月 15 日（木） 午前 10 時～11 時 30 分 

・場 所：鶴遊館 栄養指導室 

・参加費：300 円（当日） ＊情報交換等のみ参加の方は無料です。 

・締 切：９月 12 日（月） 

・申込み：ハンドメイドへ参加する場合は、つるた街プロジェクト（e-mail：tsurutamachi8@gmail.com）

まで、参加する方のお名前、お子さんの年齢をメールにてお伝えください。 

 

【総合健診真っ最中】  町の総合健診が 9 月 12 日(月)まで鶴遊館で行われています。 

申し込んだ方は忘れず受けましょう。新たな申し込みもＯＫです。お問い合わせください。 

平成２８年 

町の保健だより 


